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第４章第４章

地球温暖化対策地球温暖化対策



31

第１節第１節 対策の体系対策の体系

2020年に向けて、第３章で定めた削減目標を達成し、長崎県環境基本計画に定めるめざ

すべき環境像「海・山・人 未来につながる環境にやさしい長崎県」を実現していくため、

本県における温室効果ガス排出状況を踏まえ、新しい技術や仕組みを活かした取組を思い

切って取り入れる等、国の施策を最大限に活用しながら、大胆に進めていく必要がありま

す。

また、県のみならず、市町、事業者、NPO＊、県民等、各主体は、めざすべき環境像づ

くりのため、将来世代に対する共通の責任として役割を果たしていくことが求められます。

長崎県の地球温暖化対策

地球温暖化防止策（緩和策）

地球温暖化適応策

温室効果ガス排出抑制策

温室効果ガス吸収作用
保全・強化策

県民総ぐるみ県民総ぐるみ

事業者事業者市町市町県県 NPONPO 県民県民

そのために県が取り組む様々な対策を、「エネルギー」「しごと」「くらし」「まちづ

くり」「循環型社会」「海洋」「森林」「パートナーシップ」の８つの分野に分け、各主

体と協働し全庁的に取り組みます。
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※地球温暖化対策推進法第20条の3第3項第1号：太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然
的条件に適したものの利用の促進に関する事項
※地球温暖化対策推進法第20条の3第3項第2号：その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動
の促進に関する事項
※地球温暖化対策推進法第20条の3第3項第3号：公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推
進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
※地球温暖化対策推進法第20条の3第3項第4号：その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法第2条第2項に規
定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第1項 に規定する循環型社会をいう。）の形成に
関する事項
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１．水環境・水資源１．水環境・水資源

２．防災２．防災

３．食料３．食料

５．健康５．健康

４．自然生態系４．自然生態系

太陽光、風力など再生
可能エネルギーの利用
促進に関する施策

１１ エネルギーエネルギー

事業者の活動促進に関
する施策

２２ しごとしごと

県民の活動促進に関す
る施策

３３ くらしくらし

公共交通機関の利便の
増進及び地域環境の整
備と改善に関する施策

４４ まちづくりまちづくり

循環型社会の形成に関
する施策

５５ 循環型社会循環型社会

藻場の維持・保全に関
する施策

６６ 海洋海洋

森林整備と木材の有
効利用に関する施策

７７ 森林森林

環境教育及び市町、
NPO等関係団体との協
働と連携に関する施策

８８ 環境教育と環境教育と
パートナーシップパートナーシップ

施策効果が波及する主な施策効果が波及する主な部門部門

・産業部門
・業務その他部門
・家庭部門
・エネルギー転換

・産業部門
・業務その他部門
・運輸部門

・産業部門
・家庭部門
・運輸部門

・産業部門
・業務その他部門
・運輸部門

・産業部門
・業務その他部門
・家庭部門
・廃棄物部門

・産業部門
・業務その他部門
・家庭部門
・運輸部門
・廃棄物部門
・森林吸収量

・森林吸収量


